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七
、
主 

教 

会 

告 

示 

（
一
九
六
八
年(

昭
和
四
三
年)

四
月
二
三
日
） 

   

 

救
主
降
生
一
九
六
二(

昭
和
三
七)

年
五
月
、
大
阪
に
招
集
さ
れ
た
第
二
七(

定
期)

総
会
は
「
教
役
者
定
年
制
設
定
の
件
」
即
ち
「
日

本
聖
公
会
の
教
役
者
に
定
年
制
を
設
け
、
次
の
規
定
を
決
定
し
て
、
そ
の
実
施
を
主
教
会
に
委
ね
る
こ
と
」
と
い
う
北
海
道
教
区

・
野
坂
保
三
司
祭
の
提
案
に
か
か
る
建
議
案
を
主
教
会
に
一
任
す
る
こ
と
を
可
決
し
た
。
（
同
総
会
決
議
席
二
九
号
参
照
） 

 

主
教
会
は
、
東
京
教
区
主
教
を
長
と
し
た
こ
の
建
議
案
を
検
討
す
る
委
員
を
設
け
、
同
委
員
は
直
ち
に
建
議
案
の
審
議
検
討
に
着

手
し
た
が
、
そ
の
途
中
に
お
い
て
同
委
員
の
痛
感
し
た
一
事
は
、
定
年
制
実
施
の
前
提
条
件
と
し
て
の
日
本
聖
公
会
恩
給
制
の
強

化(

具
体
的
に
は
即
ち
同
総
会
に
お
い
て
増
額
を
み
た
恩
給
支
給
額
を
更
に
増
額
し
て
、
少
く
と
も
そ
の
倍
額
と
す
る
こ
と)

の
必

要
性
で
あ
っ
た
。 

 

主
教
会
も
ま
た
、
そ
の
必
要
性
を
認
め
、
先
ず
恩
給
制
の
強
化
を
図
り
、
し
か
る
後
に
再
び
定
年
制
の
実
施
に
つ
い
て
検
討
を

続
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
に
い
た
っ
た
。
以
来
、
こ
の
恩
給
制
強
化
の
問
題
は
、
渉
外
部
・
財
務
局
・
恩
給
部
等

に
お
い
て
調
査
研
究
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
や
が
て
日
本
聖
公
会
年
金
制
の
形
が
具
体
化
し
た
。
即
ち
、
一
九
六
五

年(

昭
和
四
〇
年)

五
月
、
清
里
に
招
集
さ
れ
た
第
二
八(

定
期)
総
会
に
お
い
て
、
渉
外
部
よ
り
の
提
案
に
か
か
る
「
日
本
聖
公
会

年
金
規
約
制
度
実
施
の
件
」
が
可
決
を
み
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
（
同
総
会
決
議
第
一
六
号
参
照
） 

 

さ
て
、
こ
の
決
議
の
内
容
は
、
第
一
に
は
年
金
規
約
の
制
定
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
第
二
に
は
一
層
重
要
な
る
「
年
金
制
実
施

に
要
す
る
莫
大
な
基
金
を
、
米
国
聖
公
会
そ
の
他
の
海
外
姉
妹
教
会
に
要
請
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
決
定
で
あ
っ
た
。
幸
い
に
し

て
、
こ
の
要
請
は
米
国
聖
公
会
の
厚
意
に
よ
っ
て
今
日
こ
た
え
ら
れ
る
に
い
た
り
、
従
っ
て
本
件
決
議
の
附
帯
決
議
の
趣
旨
に
基

づ
き
、
こ
の
制
度
は
既
に
発
足
を
み
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
定
年
制
実
施
の
前
提
条
件
と
し
て
、
そ
の
必
要
性
の
痛
感

さ
れ
た
恩
給
制
の
強
化
は
、
今
や
こ
こ
に
一
応
そ
の
実
現
を
み
る
こ
と
が
て
き
た
。
依
っ
て
主
教
会
は
先
般
来
、
再
び
定
年
制
の

検
討
に
も
ど
り
、
建
議
案
の
原
案
内
容
に
多
少
の
変
更
を
加
え
、
概
略
次
の
よ
う
な
骨
子
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
と
判
断
し
、
こ
れ
が
実
施
を
こ
こ
に
公
示
す
る
。 

 
(

１) 

男
子
教
役
者(

聖
職
及
び
伝
道
師)

の
定
年
は
満
七
〇
才
と
し
、
女
執
事
及
び
婦
人
伝
道
師
の
定
年
は
満
六
八
才
と
す
る
。 

 
(

２) 

定
年
に
達
し
た
教
役
者
は
、
そ
の
定
年
に
達
し
た
翌
年
の
一
月
一
日
よ
り
現
職
を
退
く
も
の
と
す
る
。 

 

（
３
） 

一
九
六
八(

昭
和
四
三)

年
の
第
二
九(

定
期)

総
会
の
時
点
に
お
い
て
既
に
定
年
に
達
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
九 

 
 
 

六
九
年(

昭
和
四
四)

年
一
月
一
日
よ
り
現
職
を
退
く
も
の
と
す
る
。 

 

（
４
） 

前
項
に
よ
っ
て
退
職
す
る
教
区
主
教
に
つ
い
て
は
、
そ
の
退
職
に
関
す
る
諸
問
題
に
関
し
て
、
主
教
会
議
長
が
可
急
的 

 
 
 

速
か
に
当
該
主
教
並
び
に
当
該
教
区
常
置
委
員
会
と
折
衝
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
(

５) 

い
わ
ゆ
る
定
年
制
は
聖
職
の
聖
職
た
る
身
分
の
変
更
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
定
年
に
達
し
て
現
職
を
退 

 
 
 

く
聖
職
に
つ
い
て
は
、
健
康
そ
の
他
に
つ
い
て
充
分
に
考
慮
し
た
上
、
可
能
な
限
り
に
お
い
て
適
宜
の
方
法
に
よ
り
引 

 
 
 

き
続
き
聖
職
の
聖
務
に
従
事
し
得
る
よ
う
、
各
教
区
主
教
に
お
い
て
充
分
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
聖
職 

 
 
 

以
外
の
教
役
者
に
就
い
て
も
同
様
と
す
る
。 

  
 
 
 
(

告
示
付
記) 

 

な
お
、
こ
の
定
年
制
を
法
規
化
す
る
こ
と
の
可
否
、
な
ら
び
に
法
規
化
す
る
場
合
に
お
け
る
必
要
な
る
現
行
法
規
の
改
正
と
整

備
に
関
し
て
は
、
主
教
会
は
今
後
、
適
当
な
る
専
門
委
員
会
を
設
置
す
る
か
、
も
し
く
は
教
理
礼
拝
組
織
調
査
委
員
に
命
じ
て
、

調
査
研
究
を
行
な
わ
し
め
た
い
所
存
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
以 

上
― 

 
 
 

一
九
六
八
年
四
月
二
三
日 

                                        

日  

本  

聖  

公  

会  

主  

教  

会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
長 

神
戸
教
区
主
教 

ミ
カ
エ
ル 

八 

代 

斌 

肋 
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東
北
教
区
主
教 

テ
モ
テ 

 

中 

村 

信 

蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九
州
教
区
主
教 

パ
ウ
ロ 

 

町 

島 

甚
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
関
東
教
区
主
教 

ヨ
ハ
ネ 

 

大
久
保 

直 

彦 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
海
道
教
区
主
教 

パ
ウ
ロ 

 

上 

田 

一 

良 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
部
教
区
主
教 

パ
ウ
ロ 

 

黒 

瀬 

保 

郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
京
教
区
主
教 

ダ
ビ
デ 

 

後 

藤 
 
 

真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
都
教
区
主
教 

マ
タ
イ 

 

森 
 
 
 
 

譲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
阪
教
区
主
教 

マ
ル
コ 

 

小 

池 

俊 

男 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
浜
教
区
主
教  

ス
テ
パ
ノ 

岩 

井 

克 

彦 
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